
返戻金制度について 

 

返戻金制度に関する事項 

当社が求人者（雇用主）に紹介した求職者が、次の期間内に退職した場合は支払われた紹介

料の一部を下記の割合に応じて返金するものとする。 

 

【返金金額】. 

①在籍期間が 1 カ月以内の場合・・・紹介手数料の８０％ 

②在籍期間が 2 カ月以内の場合・・・紹介手数料の５０％ 

③在籍期間が 3 ヶ月以内の場合・・・紹介手数料の３０％ 

 

但し、以下の場合においては返戻金を支払わないものとする。 

・雇用主による解雇。 

・雇用主の責めに帰すべき事由により雇用契約を終了した場合。 

・天災事変等の不測の事態の場合。 

・その他職業紹介事業者の免責が相当と認められる場合。 
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